
令和元年度 第２回恵庭市情報公開・個人情報保護審査会 

令和元年１０月３０日（水）１４時００分～

市 役 所 2 階  ２ ０ ４ 会 議 室

１ 開 会 

２ 会長挨拶 

３ 諮 問 

４ 議 事 

【諮問事項】 

① 柏陽団地建替事業の推進に係る家屋台帳情報及び上水道の契約情報の目的

外利用について

５ その他 

① 特定個人情報保護評価書について

② 前回の諮問・答申事項に係る補足説明について 

６ 閉 会 
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様式第10号 

個人情報保護制度運営審査諮問書 

第    号 

令和  年 月 日 

恵庭市情報公開・個人情報保護審査会 

 会長 亀 石 和 代  様 

恵庭市長 原 田   裕  印  

 恵庭市個人情報保護条例第9条第1項第4号の規定により個人情報保護制度の運営審

査事項について諮問いたします。 

諮 問 事 項 の 区 分 

□ 本人以外のものからの収集(第7条第3項第6号) 

□ 思想、信条及び信教に関する個人情報その他社会的差別の原

因となる個人情報の収集(第7条第5項第2号) 

 目的外利用(第9条第1項第4号) 

□ 外部提供(第9条第1項第4号) 

□ オンライン結合による提供(第10条第2項) 

□ 開示をしないことができる個人情報の判断(第18条第5号) 

諮問事項に係る個人

情報の件名又は内容 

柏陽団地建替事業の推進に係る家屋台帳情報及び上水道の契

約情報の目的外利用について 

諮 問 内 容 

今年度策定した市営住宅柏陽・恵央団地建替基本計画におい

て、既存借上型市営住宅の整備については、現入居者の要望な

どから既存柏陽団地内への整備を進める予定としております。

また、基本計画策定時に事業の可能性についてヒアリングした

事業者や議会などからは、市内に現存する民間賃貸住宅の空き

部屋等の有効利用について、今後検討の必要性を問われてお

り、既存民間賃貸住宅の空き状況や所有者の意見を調査・把握

する必要があります。 

以上のことから、既存民間賃貸住宅の空き部屋状況を把握

し、借上型市営住宅としての利用の可能性について、アンケー

ト及びヒアリング調査の実施のため、関係課の保有する家屋台

帳情報及び上水道の契約情報を目的外利用することについて

諮問します。 

○取得する情報（上水道の契約情報） 

住所、方書、使用状態 

○取得する情報（家屋台帳情報） 

所有者氏名、所有者住所、建物用途、建物所在地、建築年

月日、床面積、構造、階数、賃貸･分譲区分、エレベータの

有無、間取り、戸数 

主 管 課  建設部 都市整備課 
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○　個人情報保護制度運営審査諮問書
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市営住宅柏陽団地建替事業の推進に係る 
家屋台帳情報及 上水道契約情報 目的外利用    

１．目的 

本市では、本年５月 策定  市営住宅柏陽 恵央団地建替基本計画 基   老朽化 進 市営住宅柏

陽団地の建替えの検討と、それに伴う既存入居者移転を進めております。既存入居者の移転先としては、新たに整

備  市営住宅    市内 民間賃貸住宅 有効に活用することを検討しています。 

 この調査  市内 民間賃貸住宅 総数や空き状況を把握することと併せて、それらを所有するオーナーに対して

アンケート及びヒアリングを実施し 民間賃貸住宅 市営住宅   活用    に対する意向や課題等を把握する

   行     。 

２．実施主体 

調査はすべて恵庭市にて実施   所管：建設部都市整備課 住宅課 企画振興部まちづくり推進課】

３．個人情報の区分 

・家屋台帳        【所管：総務部税務課】 

・上水道の契約情報   所管：水道部経営管理課 

４．調査手段 

①家屋台帳より市内の共同住宅（民間賃貸住宅）の棟数 戸数、建物概要を把握 【都市整備課】 

得   情報    所有者氏名   所有者住所   建物用途   建物所在地   建築年月日   床面

積   構造   階数   賃貸･分譲区分         有無   間取    戸数 

   ②家屋台帳   得   住所 存在  共同住宅 上水道契約情報により空き部屋の有無を調査し、空き部

屋戸数 把握 【都市整備課】 

得られる情報・・・住所、方書、使用状態 

   ③市内全域、もしくは、主要 JR 駅を中心とした区域等を選定し、共同住宅      対   空き部屋等の有

効活用についてアンケート調査を実施し、必要に応じてヒアリング調査を実施  都市整備課 住宅課      

推進課】 

   ④民間賃貸住宅 有効活用 関する調査結果まとめ 

５．スケジュール 
・令和元年 11 月上旬      情報抽出、情報分析 

 令和元年 11 月中旬      アンケート調査票発送 

 令和元年 12 月上旬      アンケート調査票回収、分析 

 令和 2年 1月中旬       オーナーヒアリング調査実施 

 令和 2年２月中旬       ヒアリング調査結果分析 

 令和 2年 3月末          調査結果まとめ 
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○新規作成評価書一覧

評価書番号 評価書名 評価実施機関名 公表日

19
寄附金税額控除に係る申告特例（ふるさと納税ワンストッ
プ特例）に関する事務　基礎項目評価書

北海道恵庭市長 令和1年10月17日

特定個人情報保護評価書（基礎項目評価書）

　行政では、マイナンバーが付与される個人情報を取り扱う前に個人のプライバシーに与える影
響を予測・評価するために「特定個人情報保護評価」を行います。
　その評価を行うにあたり、それぞれの事務の個人情報の件数や取り扱う職員数等により、マイ
ナンバーが関係するすべての事務において、「基礎項目評価」という評価書を作成します。
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○　特定個人情報保護評価書について
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様式第10号 

個人情報保護制度運営審査諮問書 

第    号  

令和  年 月 日  

恵庭市情報公開・個人情報保護審査会 

 会長 亀 石 和 代  様 

恵庭市長 原 田   裕  印  

 恵庭市個人情報保護条例第9条第1項第4号の規定により個人情報保護制度の運営審査

事項について諮問いたします。 

諮 問 事 項 の 区 分 

□ 本人以外のものからの個人情報の収集(第7条第3項第6号) 

□ 要配慮個人情報の収集(第7条第5項第2号) 

 目的外利用(第9条第1項第4号) 

□ 外部提供(第9条第1項第4号) 

□ オンライン結合による提供(第10条第2号) 

□ 開示をしないことができる保有個人情報の判断(第18条第5号) 

諮問事項に係る個人

情報の件名又は内容 

 日常生活用具給付等事業、地域生活支援給付事業及び社会参加促

進事業の申請に係る所得情報及び課税情報の目的外利用につい

て 

諮問内容 

地域生活支援事業は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律において、市町村が必ず実施しなくてはな

らない必須事業と、地域の実情に応じ、実施することができる任

意事業について規定されています。 

（上記事業については、当市の要綱に基づき実施している事業） 

市では、障がい者の日常生活や社会生活を総合的に支援する

ため、各法令に基づき様々なサービス（事業）を実施しておりま

す。（別紙参照） 

これらの制度は、法令等により課税状況や収入（所得）に応じ

て、自己負担額（負担上限額）が定められていることから、支給

決定を行う際に、課税情報等が必要となります。 

手続としましては、申請時に申請書とは別に、（所得調査等）

同意書に氏名・住所を記入し押印をいただいております。 

障がいのある方の中には自身で記載することが困難な方や印

鑑を忘れたため再度来庁することが負担になる方もいらっしゃ

います。 

障がい者の負担軽減を図るため、上記制度の申請において、

当市に課税情報があるものについては、本人同意による手続を

省略し、課税情報を目的外利用することについて諮問します。 

主 管 課  保健福祉部 障がい福祉課 

11

○　前回の諮問・答申事項に係る補足説明について
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審査に必要な情報

収入（課税）
市町村民税課税

（税務課）

日常生活用具給付等事業費 日常生活用具給付等事業費 ○ 182

移動支援事業費 ○ 42

福祉ホーム支援事業費 ○ 3

訪問入浴サービス支援事業費 ○ 4

日中一時支援事業費 ○ 20

身体障がい者自動車改造支援費 ○ 2

身体障がい者自動車運転免許取得支援費 ○ 1

平成30年度
受付人数
（利用者）

地域生活支援事業一覧

社会参加支援事業費

地域生活支援給付事業費

地
域
生
活
支
援
事
業

法令・制度一覧
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